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うきは市は、耳納連山や棚田をはじ

めとする農山村風景、白壁の街並みの

他に、豊かな自然と文化・歴史に育ま

れた地域であります。

私たちは、先人が残してくれた豊か

な自然を守り、次の世代へと引き継い

でいくことはもとより、環境への負荷

の少ない持続的発展が可能な社会を構

築していくことが求められておりま

す。

その実現に向け、これまで本市では、平成１９年４月に「うきは市環境基本条

例」を制定し、平成２０年３月に「うきは市環境基本計画」を策定し、環境の保

全と創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進してきました。

この間、環境問題は、従来の公害問題に加え、近隣の騒音や廃棄物の増大など

の日常生活に密接した問題の増加、さらには、地球温暖化やＰＭ２．５をはじめ

とする地球規模の環境問題が喫緊の課題となるなど変遷しております。

また、東日本大震災における福島第一原子力発電所の事故を受けて、自然に優

しい再生可能エネルギーの推進や省エネルギー化にも関心が高まってきており、

本市でも市民が安心して快適に暮らすことができるまちを目指して取り組みをは

じめております。

こうした状況を踏まえ、今回の「第２次うきは市環境基本計画」の策定にあた

りましては、目指す環境像として「自然豊かなふるさとを未来へ」をかかげ、各

種環境施策をより効果的に推進するため、「地球温暖化対策の推進」や「再生可能

エネルギーの普及促進」、「地下水の保全」、「生物多様性の保全」等と各種テーマ

ごとに取り組みをはじめます。

最後に、本計画の策定にあたりまして、熱心にご審議をいただいた「うきは市

環境審議会」の委員の皆様をはじめ、住民意識調査やパブリックコメント等で幅

広く貴重なご意見、ご助言をいただきました市民・事業者・小中学生の皆様に心

から感謝申し上げるとともに、より一層のご理解とご協力を賜りますようお願い

申し上げます。

平成30年3月

うきは市長 髙木 典雄

はじめに
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計画の基本的事項



【第1章 計画の基本的事項】

2

うきは市では、平成19年に「うきは市環境基本条例」を制定し、平成20年3月には

「うきは市環境基本計画」（以下、「第１次計画」という）の策定を行い、平成20年度から

平成29年度までの 10年間、この第1次計画にもとづき、環境施策を推進してきました。

しかし、近年地球温暖化※や廃棄物問題、野生生物の生息・生育環境の悪化・消失、生態系
※の劣化による生物多様性※の危機といった環境問題の複雑化・多様化に伴い、関係法令や、

社会・経済の動向等、市の環境施策にかかわる状況は大きく変化しています。

世界的な問題である地球温暖化対策の動きとして、平成27年末に開催された気候変動

枠組条約第21回締約国会議（COP21）において、2020年以降の気候変動対策の新た

な国際的枠組である「パリ協定」が採択されました。日本は新たな温室効果ガス※排出量の

削減目標として「2030年度までに2013年度比26%削減」を掲げました。今後は社会

全体として、一人ひとりの取り組みがこれまで以上に求められています。

本市においても、有害化学物質※や不適正な廃棄物処理による環境の汚染問題、人間活動

による生活環境や自然環境の悪化の問題に対し、市民・事業者・行政が一体となり様々な対

策を講じているものの、総合的な解決には至っておりません。

こうした現状を踏まえ、微小粒子状物質（ＰＭ2.5）※等、人の健康や生態系※に対するリ

スクが十分に低減される安全・安心な社会を目指し、温室効果ガス※の排出量を大幅に削減

した低炭素社会※、３Ｒ（リデュース：削減、リユース：再使用、リサイクル：再生利用）

を通じた資源循環型社会※、自然の恵みの享受とそれを継承させる自然共生社会の構築に向

けて、総合的に取り組んでいくことが求められています。

これらのことにより、現在の市を取り巻く環境問題に対処するため、より効果的な環境

施策の推進と、国や県の動向を反映した地域の環境保全の指針となるよう、新たな計画（以

下、「本計画」という）を策定します。

本計画では、うきは市環境基本条例※に定められている、環境の保全に関する基本理念の

実現を目的とします。

１ 計画改定の背景

※p.93～「資料編 ８用語解説」に詳細を掲載しています。

※p.81「資料編 １うきは市環境基本条例」に詳細を掲載しています。

２ 計画の基本理念

うきは市環境基本条例 （基本理念）

第2条 良好な環境の保全及び創造は、次に掲げる基本理念により行われなければならない。

（1） 市民が健康で文化的な生活を営むことが出来る健全で恵み豊かな環境を確保し、これ

を将来へ継承していくこと。

（2） 環境への負荷をできるだけ低減すること、その他の環境の保全に関する行動が、すべ

ての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われることによって、持続可能

な社会が構築されること。

（3） 地球環境保全は、人類共通の課題であり、市、市民及び事業者自らの課題であると認

識して、それぞれの日常生活及び事業活動において積極的に推進されること。
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本計画は、市の環境の現状や市民、事業者のみなさんの環境意識を把握し、環境の保全に

関する長期的な目標や取り組みを明らかにし、うきは市の良好な環境を保全していくこと

を目的にしています。

今回の計画改定にあたっては、特に次の事項に留意しました。

（１）地球温暖化対策の強化

2015（平成27）年に開催されたCOP21では、2020年以降の地球温暖化対策の国

際的枠組み「パリ協定」が採択され、わずか１年足らずで発効しました。日本は「2030

年度までに2013年度比26%減」という新たな温室効果ガス※削減目標を掲げました。

地方公共団体には、一層の温暖化対策の強化が求められており、温室効果ガス※排出量の

目標設定及び施策を充実しました。

（２）環境分野の計画の総合化、他計画との整合

うきは市の新たなまちづくりの指針を示した「第2次うきは市総合計画」及び関連計画

に定める施策との整合を図るとともに、第一次計画策定後の法整備や社会の動向、新たな

環境問題等を踏まえて、うきは市におけるこれまでの政策経緯や環境の現状に即した施策、

将来の地域の活性化を見据えた施策展開を検討しました。

（３）計画の進行管理方策の充実

計画策定後に計画を効率的・効果的に進行管理するための「進行管理のしくみ（ＰＤＣＡ

サイクル）」を検討し、市民等への公表手法を含めて、進行管理方策として本計画に盛り込

みました。

３ 計画策定の意義と目的

※p.93～「資料編 ８用語解説」に詳細を掲載しています。
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本計画は、うきは市のまちづくりの指針である「第2次うきは市総合計画 基本構想（平

成28年度～令和 7（2025）年度）」「第2次うきは市総合計画 前期計画（平成28年

度～令和 2年度）」を環境の視点から実現していく役割を担います。

本市のまちづくり、各種施策の環境に関わる全ての事項については本計画の方向に沿っ

て策定・推進されます。

■ うきは市環境基本計画の位置づけ

本計画の期間は、第1次計画が2008（平成 20）年度から 2017（平成29）年度ま

での10年間であることから、これを改定する計画として2018（平成 30）年度を初年

度とし、10年後の2027年度を目標年度とします。

なお、計画の進捗状況や社会経済情勢、環境問題の変化等により、概ね５年後（必要が生

じた場合は、適宜）見直しをおこなうものとします。

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目

見直し 見直し

うきは市

４ 計画の位置づけ

５ 計画の期間

10年間（必要に応じて見直しを実施）

第 2次うきは市総合計画

公共事業の実施
事業者・市民の取り組みの実施

国・福岡県

環
境
基
本
計
画

福
岡
県
環
境
総
合
ビ
ジ
ョ
ン

個別計画

うきは市環境基本計画

うきは市環境基本条例

上
位
計
画

各種計画
・景観計画
・新市建設計画

等

上
位
計
画

連携
調整整合

個別計画連携・調整
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私たちが接する環境は、ごみ・廃棄物問題、地球温暖化※等の地球環境問題、自然・生態

系※の保全、大気や水質、騒音・振動等の公害問題から景観及び歴史的文化的資産の保全等

まで幅広く、それぞれが複雑に関連しています。

また、これらの環境の分野の横断的な取り組みとして、環境教育※や環境情報等の充実、

広域的な連携等、各主体の参加と協働があげられます。

■ 対象とする範囲

本計画の推進は、市、市民及び事業者が主体となって担い、それぞれの役割を果たすとと

もに、市、市民及び事業者の３者が連携・協力して進めていきます。

主体 主な役割

市

施設の整備等の事業や日常の業務をおこなうにあたり、環境配慮に努めることは

もとより、市民及び事業者が主体的に取り組む地域の環境活動を支援し、各主体間

の協力を促進するとともに、地域の状況に応じた環境施策を積極的に推進します。

市民
市民一人ひとりが人と環境との関わりについて関心と理解を深め、日常生活の中

で環境配慮を、できることから実践するとともに、環境活動に積極的に参加します。

事業者

事業活動において、法令に定められた事項を厳守するほか、ごみの減量化、再生

資源の積極的な利用等、環境への負荷の低減に努めるとともに、環境活動に積極的

に参加します。

参加と協働
環境情報

環境教育※・学
習

環境活動 等

地球環境 地球温暖化※ エネルギー問題を中心とした地球規模の環境

自然環境
水辺 動植物 生態系※

等

生活環境
大気汚染 水質汚濁
騒音・振動 悪臭

土壌汚染 有害化学物質※

交通 等

６ 対象とする範囲

７ 計画の主体

循環型社会
廃棄物 資源循環

等

快適環境
公園・緑地

歴史的環境資源
等

※p.93～「資料編 ８用語解説」に詳細を掲載しています。
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「COP21」「パリ協定」とは？

COPとは気候変動枠組条約締約国会議（Conference of Parties）の略称であり、2015（平

成27）年12月にパリ（フランス）で行われた第21回目の会議を「COP21」と言います。

この会議は、気候変動枠組条約が発効された翌年の1995年から毎年開催されており、1997

年に開催されたCOP3（京都会議）では、法的拘束力のある数値目標を定める『京都議定書』

（日本の削減量は6％）が採択されました。

COP21では、2020年で失効する京都議定書に代わる『パリ協定』が採択され、新たな数

値目標が設定されました。これは気候変動枠組条約に加盟する全196カ国全てが参加する約束

事となっています。

日本の約束草案（削減目標）

2030年度における温室効果ガス排出量を2013年度比26％削減する。

日本が提出している約束草案では、上記削減目標のほかに、以下の目標も掲げています。

・森林吸収源対策により約2,780 万 t-CO2（2013年度排出量の2.0％相当）の吸収量確保

・農地土壌炭素吸収源対策及び都市緑化等の推進により約910万 t-CO2（2013年度排出量

の0.6％相当）の吸収量の確保

・二国間クレジット制度（Joint Crediting Mechanism(JCM)）及びその他の国際貢献に積

極的に取り組む

資料：環境省
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第２章

地域の概況
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（１）地勢

本市は福岡県の南東部に位置し、北は朝倉市、西は久留米市、南は八女市、東は大分県

日田市に接しています。

地形的には、北は筑後川の扇状地に平坦な水田地帯が広がり、南は耳納連山の山間部、

平坦部と山間部の間には果樹地帯の広がる山麓部となっています。

市域は東西約13km南北約12km、総面積は117.46km2となっています。

うきは市の位置

１ 市の概要



【第2章 地域の概況】

9

（２）気候

本市周辺は太平洋岸気候区に属しており、朝倉地域気象観測所によると、年平均気温は

15.6℃、年間降水量は1,860.4ｍｍと気候条件に恵まれた環境となっています。

また、年平均風速は1.0m/s と、日本でも有数の微風地帯となっています。

本市では、これらの気候的特徴と地形的特徴を「うきはテロワール＊」として、うきは

ブランドの振興に活用しています。

出典：気象庁電子閲覧室webサイト

月別平年値（朝倉地域気象観測所：1981年～2010年の統計値）

＊テロワールとは、生育地の地理、地勢、気候の特徴をさすフランス語で、ワインの特徴としてよく使われます。

うきは市の農業をとりまく環境を『うきはテロワール』と名付けました。
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（３）土地利用

本市の土地利用の状況は、森林が 50.4％と最も多くを占めており、次いで耕地が

24.5％、宅地が 6.9％となっており、森林と耕地が市域の約75％という自然豊かな地

域となっています。この広大な森林は、木材の供給、二酸化炭素の吸収をはじめ、水源か

ん養や土砂災害対応等の多面的機能を有しており、本市では観光資源としても利用して

います。

なお、本市では、都市計画法に基づく準都市計画区域であり、一定規模以上の土地利用

は「都市計画法」及び「国土利用計画法」による土地利用の適正化を図っています。

出典：うきは市

土地利用の割合（平成27年４月現在）

第1次計画では、放置森林※面積、森林セラピー※ロード路線数、森林インストラクタ

ー数を環境指標とし、保安林指定面積を検討・把握指標としていました。森林環境税（福

岡県税）により荒廃森林再生事業を実施しており、放置森林※面積は年々減少しています。

また、森林セラピーロード※については増加しています。

環境指標の進捗状況

指標 単位
基準 進捗

H18 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

放置森林面積 ha 1,338 1,250 1,154 300 300.81 190.04 150 200 200 200

森林ｾﾗﾋﾟｰﾛｰﾄﾞ 路線 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2

森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

保安林指定面積 ha 4,174 4,234 4,299 4,396 4,418 4,431 4,432 4,434 4,421 4,424

水源かん養保安林 ha 3,653 3,666 3,719 3,768 3,782 3,793 3,794 3,794 3,788 3,788

土砂流出防備保安林 ha 502 549 561 609 617 619 619 621 614 617

保健保安林 ha 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

＊平成 28年度の森林による二酸化炭素吸収量は、約 34,000t-CO2と推計されました。

※p.93～「資料編 ８用語解説」に詳細を掲載しています。
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（４）人口・高齢化

本市の人口は2015（平成27）年10月現在29,540 人（国勢調査より）で、1990

（平成2）年以降減少傾向にあり、高齢化率※は増加傾向にあります。また、将来も高齢

化率の増加は続くと予測されています。

出典：うきは市（国勢調査）
2020年、2025年の推計値は、第２次うきは市総合計画における推計値。

人口と高齢化率の推移

※p.93～「資料編 ８用語解説」に詳細を掲載しています。
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（５）産業構造

本市の平成27年の産業別就業者の割合は、第1次産業※が15.5％、第2次産業※が

26.6％、第 3次産業※が57.9％であり、福岡県全体と比較すると、第1次産業の割合

が高くなっています。

出典：国勢調査（平成17年、平成27年）

産業別就業者数

第1次産業のほとんどは農業であり、いちご、柿、ぶどう、なし、桃等、フルーツの

生産が盛んで「フルーツ王国」として知られていますが、農家数、耕地面積は減少傾向に

あります。

農家数、経営耕地面積

出典：農林業センサス

年

農家数(戸) 耕地面積(ha)

総農家数
販売農家数 総 数

総数 専業 第 1種 第 2種 田 畑 樹園地

H12 2,874 2,205 404 371 1,430 2,526 1,392 130 1,004

H17 2,622 1,880 436 343 1,101 2,218 1,216 101 901

H22 2,365 1,625 449 331 845 2,133 1,197 93 843

H27 2,090 1,377 484 215 678 2,039 1,188 162 689

※p.93～「資料編 ８用語解説」に詳細を掲載しています。
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また、平成27年における第2次産業の製造品出荷額は平成26年より微減、従業員

数は平成26年よりわずかに増加しています。伝統的地場産業として、製材業や製麺・

醤油等の食料品製造業が盛んです。

製造業の状況

出典：平成23年～26年工業統計表（経済産業省）、平成28年経済センサス活動調査

＊平成27年工業統計調査は実施されていません。

第1次計画では、エコファーマー認定者数、耕作放棄地※面積を環境指標とし、農地面

積、ふくおかエコ農産物認証数を検討・把握指標としていました。エコファーマー認定者

数は平成２６年度をピークに、耕作放棄地※面積は平成22年度をピークに減少傾向にあ

り、ふくおかエコ農産物認証数は増加傾向にあります。

平成29年にはオーガニック農法（無農薬、有機栽培）に取り組む若手農家グループに

よる産直市が初開催され、生産者と消費者をつなぐ新たな取り組みが始まっています。

環境指標の進捗状況

区分 H23 年 H24 年 H25 年 H26 年 H27 年

製造品出荷額等 (百万円) 44,176 41,694 44,624 45,993 42,456

従業者数 (人) 1,994 1,692 1,528 1,514 1,964

事業所数 (事業所) 68 62 60 60 75

食料品 (事業所) 15 15 16 16 20

飲料・たばこ・飼料 (事業所) 3 2 2 2 3

繊維工業製品(衣服・その他の繊維製品含む) (事業所) 1 1 1 1 1

木材・木製品 (事業所) 20 21 19 19 22

家具・装備品 (事業所) 5 4 3 3 6

出版・印刷・同関連品 (事業所) 2 2 3 2 3

プラスチック製品 (事業所) 5 3 3 4 2

ゴム製品 (事業所) 2 2 2 2 2

窯業・土石製品 (事業所) 3 3 3 3 3

非鉄金属 (事業所) 1 1 1 1 1

金属製品 (事業所) 4 2 2 1 4

一般機械器具(はん用・生産用機械) (事業所) 4 3 3 3 2

輸送用機械器具 (事業所) 2 2 1 2 4

その他の製品 (事業所) 1 1 1 1 2

指標 単位
基準 進捗

H18 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

ｴｺﾌｧｰﾏｰ認定者数 人 64 64 64 64 64 65 69 59 6 6

耕作放棄地面積

(農振農用地内)
ha 222 271 270 313 270.7 267.5 257.3 235.4 254.7 227.4

農地面積
田 ha 1,888.8 1,864.7 1,858.4 1,770 1,763 1,756 1,748 1,741 1,739 1,728

畑 ha 1,422.7 1,415.5 1,411.1 1,416 1,402 1,412 1,432 1,429 1,429 1,427

ふくおかエコ農産物

認証数
人 － 3 3 3 3 3 3 18 24 25

※p.93～「資料編 ８用語解説」に詳細を掲載しています。
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（６）交通

市内を東西に走る国道210号が久留米市と大分市を結び、地域の生活道路に加えて、

東西九州の産業・経済・観光を支える重要な幹線道路となっています。また、市の北側を

筑後川に沿って東西に走る大分自動車道は、朝倉インターと杷木インターの２つのイン

ターへのアクセスが良好です。さらに、今後八女市へ繋がる県道八女香春線の合瀬耳納ト

ンネル、北九州市へ繋がる国道322号のバイパス整備、中津市に繋がる日田 IC からの

中津日田道路の整備など、各方面にわたりアクセスの更なる向上が見込まれます。

市内にはＪＲ久大本線が東西に通り、筑後吉井駅、うきは駅、筑後大石駅の3駅があ

る他、西鉄バス（久留米～うきは、うきは市内）、市営うきはバス（山春・大石・流川線）、

デマンドタクシー※（小塩・妹川地区）が運行されていますが、利便性向上のため市民ニ

ーズに合った公共交通の整備を進める必要があります。

また、平成20年に策定された「第１次うきは市交通安全計画」では、道路整備とあわ

せて、放置自転車対策の推進についても示されています。

出典：うきは市資料

道路交通網

至中津

合
瀬
耳
納
ト
ン
ネ
ル

一
般
国
道
３
２
２
号

（
バ
イ
パ
ス
工
事
中
）

主要地方道
八女香春線

地域高規格道路
中津日田道路
（部分供用中）

主要地方道
八女香春線

※p.93～「資料編 ８用語解説」に詳細を掲載しています。
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（１）温室効果ガス※排出量

公表されている「市町村別温室効果ガス排出量推計データ」及び算定支援ツール等によ

りうきは市の温室効果ガス※排出量を算定した結果、2014年度の温室効果ガス※排出量

は315,000ｔ-CO2と推計されました。

部門別にみると、産業部門が約半分、運輸部門が約25％を占めており、民生家庭部門

と民生業務部門がほぼ同程度となっています。

うきは市の部門別温室効果ガス排出量※推計

出典：（産業部門・廃棄物部門）市町村別温室効果ガス排出量推計データ（参考値）（環境省、環境自治体会議環境政策研究

所）

（民生家庭部門）積上法による排出量算定支援ツール（環境省）、九州電力提供データ

（民生業務部門）積上法による排出量算定支援ツール（環境省）

（運輸部門）運輸部門（自動車）CO2排出量推計データ（環境省）

注：推計値は四捨五入しているため、部門計・合計が合わない場合があります。

うきは市の部門別温室効果ガス※排出量推計

単位：1,000t-CO2

年度 H2(1990) H17(2005) H22(2010) H23(2011) H24(2012) H25(2013) H26(2014)

産業部門 131 92 96 106 101 103 140

製造業 120 87 89 98 92 95 135

建設業鉱業 6 3 3 3 3 3 3

農林水産業 6 2 4 5 5 4 1

民生家庭部門 26 31 31 47 53 53 49

民生業務部門 29 34 46 47 49 50 49

運輸部門 75 86 67 66 66 67 77

自動車 73 84 65 64 64 64 75

鉄道 2 2 2 2 2 2 2

廃棄物部門 2 0 0 0 0 0 0

264 242 239 266 269 272 315合  計

２ 地球環境

※p.93～「資料編 ８用語解説」に詳細を掲載しています。
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（２）再生可能エネルギー

巨瀬川上流にある県営藤波ダムにうきは藤波発電所が完成し、平成29年4月より発

電事業を開始しています。年間発電量は979MWhであり、一般家庭約270世帯分の

発電を計画しています。市内には、うきは藤波発電所の他にも4つの水力発電所（橋詰

発電所、栗木野発電所、小塩発電所、夜明発電所）があり、九州電力による発電が行われ

ています。

平成22～27年度まで一般家庭向けに太陽光発電システムの新規設置に対する助成事

業を実施していましたが、一定の成果が得られたため、現在は廃止しています。

また、平成28年度から、木質バイオマス※エネルギーの導入可能性について、調査検

討を行っています。

うきは藤波発電所概要

出典：うきは市資料

市内の水力発電所位置図

項目 概要 備考

最大出力 162kW

電 力 量 979MWh/年
一般家庭
約270 世帯分

売電収入 約 33百万円/年

※p.93～「資料編 ８用語解説」に詳細を掲載しています。

出典：「浮羽の森がつくるエネルギー」（2015年3月 浮羽まるごと博物館協議会）を一部加工

■：水力発電所

▲：取水口

①うきは藤波発電所

②橋詰発電所

③栗木野発電所

④小塩発電所

⑤夜明発電所

■

■

夜明ダム

藤波ダム 合所ダム

小塩発電所取水口

橋詰発電所取水口
栗木野発電所取水口
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（３）自動車保有台数

平成25年度のうきは市における自動車等保有台数は26,913台であり、平成17年

度以降微増傾向にあります。内訳をみると、最も多いものは軽自動車となっています。う

きは市の人口が29,540人（2015年国勢調査）のため、ほぼ1人 1台保有している

ことになりますが、市民アンケートの結果をみると、ハイブリッド車や電気自動車の普及

率は低くなっています。今後、普及に向けて対策が必要と考えます。

出典：福岡県統計情報（ふくおかデータウェブ）

自動車等保有台数（うきは市）

市民アンケート結果（ハイブリッド車、電気自動車等の導入状況）

第1次計画では、市公用車のエコカー（低公害車等）の導入台数を環境指標としてい

ました。導入割合をみると、順調に導入率は上がっています。

環境指標の進捗状況

指標 単位
基準 進捗

H18 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

市公用車のｴｺｶｰ

(低公害車等)の

導入台数

台
6/40

(15%)

9/41

(22%)

14/45

(31%)

14/45

(31%)

20/54

(37%)

20/54

(37%)

20/54

(37%)

28/64

(44%)

25/64

(39%)

26/66

(39％)
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（１）廃棄物

本市におけるごみ排出量は平成18年度以降減少傾向にありますが、1人1日当たり

のごみ量は横ばいです。また、ごみ資源化量も排出量と同様に減少傾向にあり、総資源化

率も横ばいです。市民アンケートの結果をみると、分別収集に対する満足度は46.1％と

なっています。

出典：うきは市資料
ごみ排出量の推移

出典：うきは市資料
ごみ資源化量の推移

市民アンケート結果（これまでの取り組みについての満足度）

３ 循環型社会
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市民アンケートの結果をみると、ごみの分別や水切り等、適正処理に関する取組はおお

むね実施されていますが、更なる啓発を行う必要があります。

市民アンケート結果（環境保全につながる取り組みの実施状況）

第1次計画では、ごみ排出量、リサイクル率、フリーマーケット開催数を環境指標と

しており、どの項目も順調に進捗しています。一般廃棄物処理基本計画については、今後、

策定に向け取り組んでいく必要があります。

環境指標の進捗状況

指標 単位
基準 進捗

H18 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

ごみ排出量 t 10,796 10,089 9,703 9,559 9,601 9,579 9,545 9,450 9,485 9,193

ごみﾘｻｲｸﾙ率 % 20.0 19.1 19.3 18.8 18.7 17.1 17.3 17.7 18.6 19.0

ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ開催数 回 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

一般廃棄物処理

基本計画の策定
－

策定を

検討

策定を

検討

策定を

検討

策定を

検討

策定を

検討

策定を

検討

策定を

検討

策定を

検討

策定を

検討

策定を

検討

生
ゴ
ミ
処
理
容
器
助
成
件
数

電動式 件 79 115 128 136 145 150 157 160 160 164

コラポン 個 205 225 233 233 241 248 251 260 269 274

EM ｻﾎﾟｰﾄ 個 72 97 160 160 175 185 197 209 213 219

段ﾎﾞｰﾙｺﾝﾎﾟｽﾄ 個 217 471 512 529 551 554 568 585 593 598

段ﾎﾞｰﾙｺﾝﾎﾟｽﾄ

(基材)
個 208 638 825 937 1,062 1,190 1,322 1,435 1,544 1,650

ﾏｲﾊﾞｯｸﾞ普及率 % - 把握なし 把握なし 把握なし 把握なし 把握なし 把握なし 把握なし 把握なし 把握なし

ごみ出しﾙｰﾙ － - 把握なし 把握なし 把握なし 把握なし 把握なし 把握なし 把握なし 把握なし 把握なし

ご
み
集
積
場
整
備

箱貸与 台 75 113 127 148 168 189 200 221 245 267

可燃ごみ

集積場整備
件 56 60 60 63 63 63 63 63 63 63

資源ごみ

集積場整備
件 65 65 66 66 66 66 66 67 68 69
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（２）不法投棄・ポイ捨て

市民アンケートの結果、「ごみの不法投棄・ポイ捨て」に対する満足度が全15の取り

組みの中で、最も低くなりました。その不満の原因として、「ポイ捨てが多い」が169

件となり、全ての不満の原因のなかで最も多くの票をあつめました。

市民アンケート結果（これまでの取り組みについての満足度）

市民アンケート結果（「ごみの不法投棄・ポイ捨て対策」の不満の原因）

第1次計画では、野焼き苦情件数、不法投棄件数、ポイ捨て禁止看板設置数を検討・

把握指標としておりましたが、いずれも横ばいです。

環境指標の進捗状況

指標 単位
基準 進捗

H18 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

野焼き苦情件数 件 - 31 23 14 13 22 10 6 3 22

不法投棄件数 件 - 43 34 22 26 9 8 8 3 6

ﾎﾟｲ捨て禁止看板設置数 件 - 13 20 35 19 10 11 16 15 13
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（１）水質

本市における公共用水域※の水質は、筑後川、隈上川及び巨瀬川がＡ類型に指定されてい

ます。環境基準点となっている筑後川荒瀬及び隈上川柳野橋のBOD※は、概ね環境基準※を

達成しています。また、市が毎年度定点調査を行っている11地点の BOD※も、概ね環境基

準※を達成しています。

出典：公共用水域水質測定結果（福岡県）

河川における水質の状況（BOD75%値※）

４ 生活環境

※p.93～「資料編 ８用語解説」に詳細を掲載しています。
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出典：うきは市水質測定結果

河川における水質の状況（BOD値）
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井戸水の水質は、平成21年度までは定点調査を行っていましたが、平成22年度以

降は定点調査に加えて巡回調査を行っています。平成18年度以降、基準を超過する地

点がありますが、主たる原因は自然由来によるものと考えられます。

井戸水水質調査結果

出典：うきは市資料

年度
調査地点（地点）

不適合項目
適 合 不適合

H18 40 37 3
鉄及びその化合物、マンガン及びその化合物、色度、濁
度、一般細菌、大腸菌

H19 40 36 4
鉄及びその化合物、マンガン及びその化合物、鉛及びそ
の化合物、色度、濁度

H20 40 37 3
一般細菌、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、マ
ンガン及びその化合物、味、臭気、色度、濁度

H21 40 35 5
一般細菌、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、マ
ンガン及びその化合物、味、色度、濁度

H22 40 33 7
大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、ふっ素及びその
化合物、鉄及びその化合物、マンガン及びその化合物、
濁度

H23 30 23 7
一般細菌、大腸菌、ヒ素及びその化合物、鉄及びその化
合物、マンガン及びその化合物、色度、濁度

H24 38 32 6 一般細菌、大腸菌、鉄及びその化合物、濁度、色度

H25 25 18 7
一般細菌、大腸菌、ヒ素及びその化合物、硝酸態窒素及
び亜硝酸態窒素、鉄及びその化合物、マンガン及びその
化合物、味、臭気、濁度

H26 26 25 1 一般細菌

H27 26 25 1 マンガン及びその化合物

H28 39 36 3
一般細菌、鉄及びその化合物、マンガン及びその化合
物、色度、濁度
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本市では公共用水域※の水質汚濁を防止するため、下水道、農業集落排水施設、合併処

理浄化槽※等の整備を進めており、汚水処理人口普及率※は、年々向上しているものの、

平成28年度で 75.4％であり、全国値の90.4%（国土交通省「平成28年度末の汚水

処理人口普及状況について」より）と比べると、まだ低い状況です。

出典：うきは市、国土交通省「平成28年度末の汚水処理人口普及状況について」

汚水処理人口普及率の推移

第1次計画では、水質に関する苦情件数を検討・把握指標としていました。苦情件数

は減少傾向にあります。また、市民アンケートの結果、「水をきれいに」に対する満足度

は36.7％でした。

環境指標の進捗状況

市民アンケート結果（これまでの取り組みについての満足度）

指標 単位
基準 進捗

H18 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

水質に関する苦情件数 件 － 6 9 11 4 6 5 4 3 3

※p.93～「資料編 ８用語解説」に詳細を掲載しています。
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（２）大気質

本市には、大気汚染常時監視測定局は設置されていません。

周辺測定局の平成18年度以降の測定結果を見ると、光化学オキシダント及び微小粒

子状物質※は環境基準※を超過しています。これは、全国的な傾向であり、広域大気汚染

の影響等の国の情報を把握する必要があります。

出典：福岡県大気汚染物質測定結果

光化学オキシダントの推移

第1次計画では、大気に関する苦情件数を検討・把握指標としていました。苦情件数

は減少傾向にありましたが、野焼き苦情件数が増えたことにより、平成28年度は増加

しています。また、市民アンケートの結果、「空気をきれいに」に対する満足度は22.9％

でした。

環境指標の進捗状況

市民アンケート結果（これまでの取り組みについての満足度）

指標 単位
基準 進捗

H18 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

大気に関する苦情件数 件 － 31 23 14 14 10 7 4 3 27

※p.93～「資料編 ８用語解説」に詳細を掲載しています。
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（３）騒音・振動・悪臭

市内の道路交通騒音は、平成24年度に一般国道210号において測定されており、環

境基準※の達成率は100％となっています。

第1次計画では、騒音、振動、悪臭、ペット公害に関する苦情件数を検討・把握指標

としていました。苦情件数はいずれも減少傾向にあります。

環境指標の進捗状況

（４）土壌汚染

土壌汚染対策法により、有害物質使用の特定施設の使用廃止時や3,000㎡以上の土地

の形質変更届出により土壌汚染のおそれがあると認められる場合には、土壌調査を行わ

なければなりません。その結果、土壌汚染が判明した場合は、県が区域を指定し、土地所

有者等に対して土壌汚染による健康被害の防止措置等を命じることができることが定め

られています。

平成28年度末現在、市内に土壌汚染対策法に基づく指定区域はありません。

指標 単位
基準 進捗

H18 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

騒音に関する苦情件数 件 － 6 3 7 8 13 4 4 0 2

振動に関する苦情件数 件 － 2 0 0 0 0 0 0 0 0

悪臭に関する苦情件数 件 － 8 9 10 3 2 1 1 2 2

ペット公害に関する

苦情件数
件 － 8 10 33 22 20 0 0 0 1

※p.93～「資料編 ８用語解説」に詳細を掲載しています。
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（５）ダイオキシン類※

ダイオキシン類※はごみの焼却等により発生し、分解されにくいため、排出されると長

期間環境中にとどまり、結果として大気、水、食物等から人の体内に取り込まれます。

市内の調査地点におけるダイオキシン類※濃度は、いずれの項目も環境基準※を満足し

ていることから、本市のダイオキシン類※濃度の状況は、健康に影響を与える程度ではな

いと考えられます。

ダイオキシン類※調査結果

出典：福岡県ホームページ（ダイオキシン類調査結果について）

第1次計画では、野焼きに関する苦情件数を検討・把握指標としており、苦情件数は

減少傾向にありましたが、平成28年度は増加しています。また、市民アンケートでも、

野焼きや煙のにおいを原因として大気に関する満足度が低くなっており、今後の対策が

必要となります。

市民アンケート（「空気をきれいに」の不満の原因）

環境指標の進捗状況（再掲）

媒体 調査地点 調査年度 測定値 環境基準 単位

大 気
朝 田 H14 年度 0.022

0.6 pg-TEQ/m3

富 永 H18 年度 0.034

河川水質 柳野橋（隈上川） H27 年度 0.076 1 pg-TEQ/L

河川底質 柳野橋（隈上川） H27 年度 0.73 150 pg-TEQ/g

地下水

新 川 H14 年度 0.070

1 pg-TEQ/L田 篭 H27 年度 0.067

新 治 H19 年度 0.069

土 壌

朝 田 H14 年度 0.074

1,000 pg-TEQ/g
生 葉 H16 年度 0.90

八和田 H19 年度 0.053

新 川 H27 年度 0.0021

指標 単位
基準 進捗

H18 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

野焼き苦情件数 件 - 31 23 14 13 22 10 6 3 22

※p.93～「資料編 ８用語解説」に詳細を掲載しています。
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（６）ＰＲＴＲ（化学物質の排出量等の届出）

現在、原料（ガソリン）や製品（洗剤、化粧品、化学繊維、塗料等）等、流通している

化学物質は数万種類といわれ、日常生活や事業活動で多くの化学物質を利用しています。

化学物質の中には環境や健康に影響を及ぼすおそれがあるものがあり、そのような化学

物質の環境リスクを正しく理解し、減らすため、ＰＲＴＲ（Pollutant Release and

Transfer Register：有害性のある化学物質が、どのような発生源から、どのくらい環境

に排出されたかというデータを把握・集計・公表する仕組み）があります。

福岡県全体で、平成27年度は1,194 事業所から約23,488ｔの排出・移動量の届出

があり、鉄鋼業や化学工業が盛んな北九州市・大牟田市、製造業が盛んな苅田町等におけ

る排出・移動量が多くなっています。うきは市内では、平成27年度は12事業所（製造

業、下水道業、燃料小売業）から約173.2t の排出・移動量の届出がなされています。

出典：福岡県ホームページ（ＰＲＴＲ集計結果）

うきは市のＰＲＴＲデータの推移
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（１）景観

本市は、筑後川流域に広がる筑紫平野の最奥部に位置し、市域の大部分は山林と広々と

した農地が広がっています。また、古墳や多くの遺跡も残っており、歴史的・文化的景観

も存在します。吉井町の白壁の町並みや、新川・田篭地区の棚田等の農村景観等は、観光

資源としても重要な役割を持っています。

これらの特性を活かした景観形成を推進するため、平成23年3月に「うきは市景観

計画」を策定しました。この計画では、本市全域を景観計画区域とし、「市街地」「平野部」

「傾斜地」「山間部」の区分ごとに届出基準が定められています。

うきは市景観計画の届け出対象範囲

５ 快適環境
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第1次計画では、街なみ環境整備電線地中化事業整備率を環境指標、屋外広告物の簡

易除去件数を検討・把握指標としていました。整備率は順調に増加しており、広告物除

去件数は発生していません。

環境指標の進捗状況

うきは市筑後吉井伝統的建造物群保存地区

（電線地中化済）

うきは市新川田篭重要伝統的建造物群保存地区（野上邸周辺）

指標 単位
基準 進捗

H18 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

街なみ環境整備電線

地中化事業整備率
% 0.0 0.0 0.0 50 50 50 50 50 50 50

屋外広告物の

簡易除去件数
件 12 0 0 2 16 0 0 0 0 0


















